
■急傾斜地の崩壊
　　傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以上の区域
　　急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域
　　急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの２倍（５０ｍを超える場合は５０ｍ）以内の区域
■土石流
　　土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域
■地滑り
　　地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域）
　　地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離（２５０ｍを超える場合は２５０ｍ）の範囲内の区域

　急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に
対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ
を上回る区域。
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から３０分間
が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で６０ｍの範囲内の区域。

＜　土砂災害のおそれがある区域　＞

＜ ＞
土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域のうち、建物が破壊され、
住民に大きな被害が生じるおそれがある区域

　　土砂災害警戒区域　（通称：イエローゾーン）

　　土砂災害特別警戒区域　（通称：レッドゾーン）

　　警戒区域と特別警戒区域の設定手法の概念

土砂災害警戒区域

都道府県知事は、市町村長の意見を聞いた上で区域を指定します。
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　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれが
あると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

■特定の開発行為に対する許可制
　　土砂災害特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、
　学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築の
　ための土地の造成等の開発行為については、土砂災害を防止す
　るために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保す
　るために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が
　判断した場合に限って許可されることになります。
　　販売用の分譲宅地やアパート、マンション等については建築に
　許可が必要となります。（自己の居住の用にする住宅は対象外。）

■建築物の構造の規制
　　土砂災害特別警戒区域では、住民等の生命または身体に著し
　い危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾
　斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に作用する力に対して、建
　築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する
　建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区
　域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂
　災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかに
　ついて、確認の申請書を提出し、地方公共団体の建築主事また
　は民間確認検査機関の確認を受けることが必要になります。

■建築物の移転等の勧告及び支援措置
　　急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有
　者、管理者または占有者に対し、土砂災害特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のた
　めの措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
　　土砂災害特別警戒区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。

　　　①住宅金融支援機構の融資
　　　　地すべり等関連住宅融資は、土砂災害特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土
　　　　地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。（融資金利の優遇措置有）
　　　②住宅・建築物安全ストック形成事業による補助
　　　　土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅（既存不適格住宅）を土砂災害特別警戒区域か
　　　　ら移転し、代替家屋の建設を行う者に対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設
　　　　に要する費用の一部が市町より補助されます。（平成２１年度より「がけ地近接等危険住宅移転事業」は住宅・建
　　　　築物安全ストック形成事業に含まれています。）　※補助制度を実施していない市町もあります。

■宅地建物取引における措置
　　土砂災害特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開
　発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当
　該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物
　の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説
　明を行うことが義務づけられています。

　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であ
り、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 　　基礎調査               ：　三重県県土整備部防災砂防課 ℡ 059-224-2697

　　区域指定　             ：　三重県県土整備部防災砂防課 ℡ 059-224-2705
■宅地建物取引における措置 　　建築確認　　　　　　　 ：　三重県県土整備部建築開発課 ℡ 059-224-2709
　　土砂災害警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、土砂災害警戒区域内であ 　　住宅補助制度　　　　 ：　三重県県土整備部住宅課 ℡ 059-224-2720
　る旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

お 問 い 合 わ せ 先

　　土砂災害特別警戒区域　（通称：レッドゾーン）

監修：国土交通省砂防部　　　発行：三重県県土整備部、全国地すべりがけ崩れ対策協議会

補強案の一例

〒 514-8570
　三重県津市広明町１３番地

　　土砂災害警戒区域　（通称：イエローゾーン）

【建築主事を置く地方公共団体または民間確認検査機関】


